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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成18年5月22日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成18年6月29日
開催予定の第5回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

（１）平成 18 年 5月 1日に「会社法」（平成 17 年 7 月 26 日法律第 86 号）等が施行されたこと

に伴い、定款で定めることで可能となる以下の事項に関し変更を行うもの。 

・公告方法（第５条） 

・総会の招集地（第２３条第２項） 

・種類株主総会の基準日（第２４条第２項） 

・株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供（第２６条） 
・取締役会におけるいわゆる書面決議（第３７条第２項） 

・社外監査役との責任限定契約（第４８条） 

（２）「会社法」の施行に合わせ、設置する機関（第４条）、株券を発行する旨（第７条）及び

株主名簿管理人を置く旨（第１３条）を明記するもの。 

（３）「会社法」の施行に合わせ、用語の変更、引用条文の変更等所要の手当てを行うもの。 

（４）その他意義の乏しい規定の削除、社内規定名称変更に伴う文言修正、項立ての追加等を行う

もの。 

 

２．定款変更の内容 

別添のとおり。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成18年6月29日（木曜日） 

定款変更の効力発生日      平成18年6月29日（木曜日） 

以 上 



定款変更の内容 
（下線は変更部分） 

現行定款 変更案 
第１章  総 則 

 
第１章  総 則 

 
第１条（商号） 

 当会社は、三井トラスト・ホールディングス株

式会社と称し、英文では、Mitsui Trust Holdings, 

Inc.と表示する。 

 

第１条（商号） 

（現行どおり） 

 

第２条（目的） 

 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営

むことを目的とする。 

(1)銀行、信託銀行、証券専門会社、保険会社

その他銀行法により子会社とすることが

できる会社の経営管理 

(2)その他前号の業務に付帯する業務 

 

第２条（目的） 

 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営

むことを目的とする。 

一 銀行、信託銀行、証券専門会社、保険会社そ

の他銀行法により子会社とすることができる

会社の経営管理 

二 その他前号の業務に付帯する業務 

 
第３条（本店の所在地） 

 当会社は、本店を東京都港区に置く。 

 

第３条（本店の所在地） 

（現行どおり） 

 
（新設） 第４条（機関） 

 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の

機関を置く。 

一 取締役会 

二 監査役

三 監査役会 

四 会計監査人 

 
第４条（公告の方法） 

 当会社の公告は、東京都において発行する日本

経済新聞に掲載する。 

 

第５条（公告方法） 

 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、

事故その他やむを得ない事由によって電子公告

による公告をすることができない場合の公告方

法は、東京都において発行する日本経済新聞に掲

載する方法とする。 

 
第２章 株 式 

 
第２章 株 式 

 
第５条（発行する株式の総数） 

 当 会 社 の 発 行 す る 株 式 の 総 数 は 、

4,338,488,686 株とし、その内訳は次のとおりと

する。ただし、普通株式につき消却があった場合

または優先株式につき消却もしくは普通株式へ

の転換があった場合には、これに相当する株式数

を減ずる。

普通株式      4,068,332,436 株 

第一種優先株式     20,000,000 株 

第二種優先株式     93,750,000 株 

第三種優先株式    156,406,250 株 

 

第６条（発行可能株式総数） 

 当会社の発行可能株式総数は、4,338,488,686

株とし、その内訳は次のとおりとする。 

普通株式      4,068,332,436 株 

第一種優先株式     20,000,000 株 

第二種優先株式     93,750,000 株 

第三種優先株式    156,406,250 株 

 

（新設） 第７条（株券の発行） 

 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

第６条（自己株式の買受） 第８条（自己の株式の取得） 



 当会社は、商法第 211 条ノ 3第 1項第 2号の規

定により、取締役会の決議をもって自己株式を買

受けることができる。 

 

 当会社は、会社法第 165条第 2項の規定により、

取締役会の決議によって自己の株式を取得する

ことができる。 

 
第６条の２（株式の買受および消却） 

 当会社が株式の買受または消却を行うときは、

普通株式または各種の優先株式のうち、いずれか

一または複数の種類につき行うことができる。 

 

第９条（株式の取得および消却） 

 当会社が自己の株式の取得および自己株式の

消却を行うときは、普通株式または各種の優先株

式のうち、いずれか一または複数の種類につき行

うことができる。 

 
第７条（１単元の株式の数および単元未満株券の不

発行） 

 当会社の１単元の株式の数は、全ての種類の株

式につき 1,000 株とする。 

２ 当会社は、１単元の株式の数に満たない株式（以

下単元未満株式という。）の数を表示した株券に

ついては、株式取扱規則に定める場合を除き、発

行しない。

 

第１０条（単元株式数および単元未満株券の不発行）

 当会社の単元株式数は、全ての種類の株式につ

き 1,000 株とする。 

２ 当会社は、第７条の規定にかかわらず、単元株

式数に満たない数の株式（以下「単元未満株式」

という。）に係る株券を発行しない。ただし、株

式取扱規程に定めるところについてはこの限り

でない。

 
第７条の２（単元未満株式の買増し） 

 当会社の単元未満株式を有する株主（実質株主

を含む。以下同じ。）は、株式取扱規則に定める

ところにより、その単元未満株式の数と併せて１

単元の株式の数となるべき数の株式を売り渡す

べき旨を請求することができる。 

 

第１１条（単元未満株式の買増し） 

 当会社の単元未満株式を有する株主（実質株主

を含む。以下同じ。）は、株式取扱規程に定める

ところにより、その有する単元未満株式の数と併

せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと

を請求することができる。 

 
第８条（基準日） 

 当会社は、毎年 3月 31 日の最終の株主名簿（実

質株主名簿を含む。以下同じ。）に記載または記

録された議決権を有する株主をもって、その決算

期に関する定時株主総会において権利を行使す

べき株主とする。 
２ 前項のほか、必要あるときは取締役会の決議に

よりあらかじめ公告して一定の日を定め、その日

の最終の株主名簿に記載または記録された株主

または登録質権者をもって、その権利を行使すべ

き株主または登録質権者とすることができる。

 

第１２条（基準日） 
 当会社は、本定款に定めるもののほか、必要が

あるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公

告して臨時に基準日を定めることができる。 
 

第９条（名義書換代理人） 

 当会社は、株式につき名義書換代理人を置く。

２ 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取

締役会の決議をもって選定し、これを公告する。

３ 当会社の株主名簿および株券喪失登録簿は、名

義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の

名義書換、質権の登録、実質株主名簿への記載ま

たは記録、単元未満株式の買取りおよび買増し、

その他株式に関する事務は名義書換代理人に取

扱わせ、当会社においてはこれを取扱わない。 

 

第１３条（株主名簿管理人） 

 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取

締役会の決議をもって定め、これを公告する。 

３ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下

同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の

作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿、

新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する

事務は株主名簿管理人に委託し、当会社において

はこれを取扱わない。 

 
第１０条（株式取扱規則） 

 株券の種類および株式の名義書換、質権の登

録、信託財産の表示、単元未満株式の買取りおよ

び買増し、株主のなすべき届出、株券の再交付、

実質株主通知の受理、その他株式に関する取扱い

ならびに手数料については、取締役会の定める株

第１４条（株式取扱規程） 

 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、

法令または本定款のほか、取締役会において定め

る株式取扱規程による。

 



式取扱規則による。 

 
第３章 優先株式 

 
第３章 優先株式 

 
第１１条（優先配当金） 

 当会社は、第４４条に定める利益配当を行うと

きは、優先株式を有する株主（以下優先株主とい

う。）または優先株式の登録質権者（以下優先登

録質権者という。）に対し、普通株式を有する株

主（以下普通株主という。）または普通株式の登

録質権者（以下普通登録質権者という。）に先立

ち、それぞれ次に定める額の利益配当金（以下優

先配当金という。）を支払う。ただし、当該営業

年度において第１２条に定める優先中間配当金

の全部または一部を支払ったときは、その額を控

除した額とする。 

第一種優先株式 １株につき 40 円 

第二種優先株式 １株につき 14 円 40 銭 

第三種優先株式 １株につき 20 円 

２ ある営業年度において優先株主または優先登録

質権者に対して支払う利益配当金の額が優先配当

金に達しないときは、その不足額は翌営業年度以

降に累積しない。 

３ 第一種優先株式、第二種優先株式および第三種

優先株式について、優先株主または優先登録質権

者に対しては第 1 項に定める優先配当金の額を超

えて配当はしない。 

第１５条（優先配当金） 

 当会社は、第５２条第１項に定める剰余金の配

当を行うときは、優先株式を有する株主（以下「

優先株主」という。）または優先株式の登録株式質

権者（以下「優先登録株式質権者」という。）に

対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」

という。）または普通株式の登録株式質権者（以

下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、

それぞれ次に定める額の剰余金（以下「優先配当

金」という。）を金銭で配当する。ただし、当該

配当の基準日と同じ事業年度中に設けられた基

準日により、第１６条に定める優先中間配当の全

部または一部および第５２条第２項による剰余

金の配当に際し優先配当を行ったときはその額

を控除した額とする。 

第一種優先株式 １株につき 40 円 

第二種優先株式 １株につき 14 円 40 銭 

第三種優先株式 １株につき 20 円 

２ ある事業年度において優先株主または優先登録

株式質権者に対して配当する剰余金の額が優先配

当金に達しないときは、その不足額は翌事業年度

以降に累積しない。 

３ 第一種優先株式、第二種優先株式および第三種

優先株式について、優先株主または優先登録株式

質権者に対しては優先配当金の額を超えて配当は

しない。 

 

第１２条（優先中間配当金） 
 当会社は、第４５条に定める中間配当を行うと

きは、優先株主または優先登録質権者に対し、普

通株主または普通登録質権者に先立ち、優先株式

１株につき前条第１項に定める優先配当金の額

の 2分の 1（以下優先中間配当金という。）を支払

う。 
 

第１６条（優先中間配当金） 
 当会社は、第５３条に定める中間配当を行うと

きは、優先株主または優先登録株式質権者に対

し、普通株主または普通登録株式質権者に先立

ち、優先株式１株につき優先配当金の額の 2分の

1相当額の金銭（以下「優先中間配当金」という。）

を支払う。ただし、当該中間配当の基準日前にこ

れと同じ事業年度中に設けられた基準日により、

第５２条第２項による剰余金の配当に際し優先

配当を行ったときはその額を控除した額とする。

 
第１３条（残余財産の分配） 

 当会社の残余財産を分配するときは、優先株主

または優先登録質権者に対し、普通株主または普

通登録質権者に先立ち、優先株式１株につき

1,600 円を支払う。 
２ 前項に定めるほか、優先株主または優先登録質

権者に対しては残余財産の分配はしない。 
 

第１７条（残余財産の分配） 
 当会社の残余財産を分配するときは、優先株主

または優先登録株式質権者に対し、普通株主また

は普通登録株式質権者に先立ち、優先株式１株に

つき 1,600 円を支払う。 
２ 前項に定めるほか、優先株主または優先登録株

式質権者に対しては残余財産の分配はしない。 
 

第１４条（優先株式の消却） 
 当会社は、いつでも優先株式を買い入れ、これ

を株主に配当すべき利益をもって当該買入価額

により消却することができる。 
２ 前項に基づく株式の消却は、各種の優先株式の

（削除） 



うち、いずれか一または複数の種類につき行うこ

とができる。

 
第１５条（議決権） 

 優先株主は、株主総会において議決権を有しな

い。ただし、優先株主は優先配当金を受ける旨の

議案が定時株主総会に提出されないときはその

総会より、その議案が定時株主総会において否決

されたときはその総会の終結のときより、優先配

当金を受ける旨の決議あるときまでは議決権を

有する。 
 

第１８条（議決権） 
 優先株主は、株主総会において議決権を有しな

い。ただし、優先株主は第１５条第１項の定めに

よる優先配当金（以下本条において同じ。）を受

ける旨の議案が定時株主総会に提出されないと

きはその総会より、その議案が定時株主総会にお

いて否決されたときはその総会の終結の時より、

優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決

権を有する。 
 

第１６条（株式の併合または分割、新株引受権等） 
 当会社は、法令に定める場合を除き、優先株式

について株式の併合または分割は行わない。 
２ 当会社は、優先株主には新株の引受権または新

株予約権付社債の引受権を与えない。 
 

第１９条（株式の併合または分割、募集株式の割当

て等） 
 当会社は、法令に定める場合を除き、優先株式

について株式の併合または分割は行わない。 
２ 当会社は、優先株主には募集株式の割当てを受

ける権利および募集新株予約権の割当てを受け

る権利を与えない。また、優先株主には株式無償

割当ておよび新株予約権無償割当てを行わない。

 
第１７条（普通株式への転換） 

 優先株主は、完全子会社となる会社における商

法第365条の規定による株主総会の決議で定める

転換を請求しうべき期間中、当該決議で定める転

換価額（以下転換価額という。）およびその他の

転換の条件で優先株式の普通株式への転換を請

求することができる。 
 

第２０条（普通株式への転換） 
 優先株主は、中央三井信託銀行株式会社におけ

る旧商法第365条の規定に基づく株式移転による

完全親会社設立に関する臨時株主総会の決議で

定める転換を請求し得べき期間中、当該決議で定

める転換価額（以下「転換価額」という。）およ

びその他の取得の条件で、当会社が優先株式を取

得するのと引換えに当会社の普通株式を交付す

ることを請求することができる。 
 

第１８条（普通株式への一斉転換） 
 転換を請求しうべき期間中に転換請求のなか

った第一種優先株式、第二種優先株式および第三

種優先株式は、同期間の末日の翌日（以下一斉転

換日という。）をもって、1,600 円を一斉転換日に

先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券

取引所における当会社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値

のない日数を除く。）で除して得られる数の普通

株式となる。ただし、平均値の計算は、円単位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。この場合、当該平均値が 400 円を下回

るときは、1,600 円を 400 円で除して得られる数

の普通株式となる。

２ 前項の普通株式数の算出にあたって 1 株に満た

ない端数が生じたときは、商法に定める株式併合

の場合に準じてこれを取扱う。 
 

第２１条（普通株式への一斉転換） 
 転換を請求し得べき期間中に前条に基づく取

得請求のなかった第一種優先株式、第二種優先株

式および第三種優先株式を、同期間の末日の翌日

（以下「一斉転換日」という。）をもって取得し、

これと引換えに、1,600 円を一斉転換日に先立つ

45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所

における当会社の普通株式の普通取引の毎日の

終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない

日数を除く。）で除して得られる数の当会社の普

通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円

単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。この場合、当該平均値が 400 円

を下回るときは、1,600 円を 400 円で除して得ら

れる数の普通株式を交付する。

２ 前項の普通株式数の算出にあたって 1 株に満た

ない端数が生じたときは、会社法第 234 条の規定

によりこれを取扱う。 
 

第１９条（優先順位） 
 当会社の発行する各種の優先株式の優先配当

金、優先中間配当金および残余財産の支払順位

第２２条（優先順位） 
 当会社の発行する各種の優先株式の優先配当

金、優先中間配当金、第５２条第２項による剰余



は、同順位とする。 
 

金の配当に際し行った優先配当および残余財産

の支払順位は、同順位とする。 
 

第４章 株主総会 

 
第４章 株主総会 

 
第２０条（招集） 

 当会社の定時株主総会は、毎営業年度終了後、

3月以内に招集し、臨時株主総会は必要あるごと

に招集する。 
 

第２３条（招集） 
 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後、

3月以内に招集し、臨時株主総会は必要あるとき

に随時これを招集する。 
２ 当会社の株主総会は、東京都区内で開催する。

 
（新設） 第２４条（株主総会の基準日） 

 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎

年 3月 31 日とする。 
２ 定時株主総会の目的である事項について、会社

法第 322 条第 1 項の定めによりある種類の株式

の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議

が効力発生の要件であるときは、当該種類株主総

会の議決権の基準日は、当該定時株主総会の基準

日と同一日とする。 
 

第２１条（議長） 
 株主総会の議長には社長があたる。社長にさし

つかえあるときは、取締役会においてあらかじめ

定めた順位により、ほかの取締役がその任にあた

る。 
 

第２５条（招集権者および議長） 
 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会の決議によって、社長が招集する。

社長にさしつかえあるときは、取締役会において

あらかじめ定めた順位により、ほかの取締役が招

集する。 
２ 株主総会の議長には社長があたる。社長にさし

つかえあるときは、取締役会においてあらかじめ

定めた順位により、ほかの取締役がその任にあた

る。 
 

（新設） 第２６条（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供） 

 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参

考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類

に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法

務省令に定めるところに従いインターネットを

利用する方法で開示することにより、株主に対し

て提供したものとみなすことができる。 

 
第２２条（決議方法） 

 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定

めのある場合を除くほか、出席した株主の議決権

の過半数をもって決する。 
２ 商法第 343 条に定める特別決議は、総株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席して、そ

の議決権の３分の２以上をもって決する。 
 

第２７条（決議方法） 
 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の

定めのある場合を除くほか、出席した議決権を行

使することができる株主の議決権の過半数をも

って決する。 
２ 会社法第 309 条第 2項に定める決議は、議決権

を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分

の２以上をもって決する。 
 

第２３条（議決権の代理行使） 
 株主は、当該株主総会において当会社の議決権

を有する株主を代理人として議決権を行使する

ことができる。この場合には、株主または代理人

第２８条（議決権の代理行使） 
 株主は、当該株主総会において当会社の議決権

を行使することができる株主を代理人として議

決権を行使することができる。 



は、代理権を証する書面を、当該株主総会ごとに

当会社に提出するものとする。 
 

２ 前項の場合には、株主または代理人は株主総会

ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出し

なければならない。 
 

第２４条（議事録） 
 株主総会における議事の経過の要領およびそ

の結果については、これを議事録に記載し、議長

および出席した取締役がこれに記名押印する。

 

第２９条（議事録） 
 株主総会における議事の経過の要領およびそ

の結果ならびにその他法令に定める事項につい

ては、これを議事録に記載または記録する。

 
第２５条（種類株主総会） 

 第２１条、第２３条および前条の規定は種類株

主総会にこれを準用する。 
 

第３０条（種類株主総会） 
 第２３条第２項、第２５条、第２７条、第２８

条および前条の規定は種類株主総会にこれを準

用する。 
 

第５章 取締役および取締役会 

 
第５章 取締役および取締役会 

 
第２６条（取締役の数） 

 当会社には取締役１０名以内を置く。 
 

第３１条（取締役の数） 
 （現行どおり） 

 
第２７条（取締役の選任） 

 取締役は、株主総会において選任する。 
 取締役の選任決議は、総株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席して、その議決権の過

半数をもって行う。取締役の選任決議は、累積投

票によらないものとする。 

第３２条（取締役の選任および解任） 
 取締役は、株主総会において選任し、または解

任する。 
２ 取締役の選任決議は、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

取締役の選任決議は、累積投票によらないものと

する。 

３ 取締役の解任決議は、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

 
第２８条（取締役の任期） 

 取締役の任期は、就任後１年内の最終決算期に

関する定時株主総会終結のときまでとする。増員

のため、または任期の満了前に退任した取締役の

補欠として選任された取締役の任期は、現任取締

役の任期の満了のときまでとする。

 

第３３条（取締役の任期） 
 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会

終結の時までとする。 
 

第２９条（代表取締役） 
 取締役会は、その決議をもって、取締役のうち

から、当会社を代表する取締役若干名を選任す

る。 
 

第３４条（代表取締役） 
 取締役会は、その決議をもって、取締役の中か

ら、代表取締役若干名を選定する。 
 

第３０条（会長、社長、副社長、専務取締役、常務

取締役） 
 取締役会は、その決議をもって、代表取締役の

うちから社長 1名を選任し、必要あるときは、取

締役のうちから、会長 1名および副社長、専務取

締役、常務取締役若干名を選任することができ

る。 
 会長は、取締役会を掌る。 
 社長は、取締役会の決議に基づき、当会社の業

務を執行する。 
 副社長は、社長を補佐して当会社の業務を執行

し、社長にさしつかえあるときは、順位にしたが

第３５条（会長、社長、副社長、専務取締役、常務

取締役） 
 取締役会は、その決議をもって、代表取締役の

中から社長 1 名を選定し、必要あるときは、取締

役の中から、会長 1名および副社長、専務取締役、

常務取締役若干名を選定することができる。 
一 会長は、取締役会を掌る。 
二 社長は、取締役会の決議に基づき、当会社の

業務を執行する。 
三 副社長は、社長を補佐して当会社の業務を執

行し、社長にさしつかえあるときは、順位にし

たがい、その職務を代行する。 



い、その職務を代行する。 
 専務取締役は、社長、副社長を補佐して当会社

の業務を執行し、社長、副社長ともにさしつかえ

あるときは、順位にしたがい、その職務を代行す

る。 
 常務取締役は、社長、副社長、専務取締役を補

佐して当会社の業務を執行し、社長、副社長、専

務取締役ともにさしつかえあるときは、順位にし

たがい、その職務を代行する。 
 

四 専務取締役は、社長、副社長を補佐して当会

社の業務を執行し、社長、副社長ともにさしつ

かえあるときは、順位にしたがい、その職務を

代行する。 
五 常務取締役は、社長、副社長、専務取締役を

補佐して当会社の業務を執行し、社長、副社長、

専務取締役ともにさしつかえあるときは、順位

にしたがい、その職務を代行する。 
 

第３１条（取締役会） 
 取締役会は、会長が招集、その議長となる。 
 会長を選任しないとき、または会長にさしつか

えあるときは、社長、副社長、専務取締役、常務

取締役、取締役が順位にしたがい、その職務を代

行する。 
 取締役会を招集するには、各取締役および各監

査役に対して、会日の３日前に招集通知を発す

る。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を

短縮することができる。 

 取締役および監査役の全員の同意があるとき

は、招集の手続を経ずに取締役会を開くことがで

きる。 

 

第３６条（取締役会の招集） 
 取締役会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長を選定しないとき、または会長にさしつか

えあるときは、社長、副社長、専務取締役、常務

取締役、取締役が順位にしたがい、その職務を代

行する。 
３ 取締役会を招集するには、各取締役および各監

査役に対して、会日の３日前までに招集通知を発

する。ただし、緊急の必要あるときは、この期間

を短縮することができる。 

４ 取締役および監査役の全員の同意があるとき

は、招集の手続を経ずに取締役会を開催すること

ができる。 

 
第３２条（決議方法） 

 取締役会の決議は、法令に別段の定めのある場

合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取

締役の過半数をもって行う。 
 

第３７条（決議方法） 
 取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取

締役の過半数をもって行う。 
２ 取締役が取締役会決議の目的である事項につい

て提案した場合において、当該提案につき議決に

加わることができる取締役の全員が書面または

電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が

当該提案に異議を述べなかったときは、当該提案

を可決する旨の取締役会の決議があったものと

みなす。

 
第３３条（議事録） 

 取締役会における議事の経過の要領およびそ

の結果については、これを議事録に記載し、出席

した取締役および監査役がこれに記名押印する。 
 

第３８条（議事録） 
 取締役会における議事の経過の要領およびそ

の結果ならびにその他法令に定める事項につい

ては、これを議事録に記載または記録し、出席し

た取締役および監査役がこれに記名押印または

電子署名する。 
 

第３４条（取締役会規則） 
 取締役会に関する事項は法令または本定款の

ほか、取締役会において定める取締役会規則によ

る。 
 

第３９条（取締役会規程） 
 取締役会に関する事項は法令または本定款の

ほか、取締役会において定める取締役会規程によ

る。 
 

第６章 監査役および監査役会 

 
第６章 監査役および監査役会 

 
第３５条（監査役の数） 

 当会社には監査役６名以内を置く。 
 

第４０条（監査役の数） 
（現行どおり） 

 
第３６条（監査役の選任） 

 監査役は、株主総会において選任する。 
第４１条（監査役の選任および解任） 

 監査役は、株主総会において選任し、または解



 監査役の選任決議は、総株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席して、その議決権の過

半数をもって行う。 
 

任する。 
２ 監査役の選任決議は、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 
３ 監査役の解任決議は、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行

う。 

 
第３７条（監査役の任期） 

 監査役の任期は、就任後４年内の最終決算期に

関する定時株主総会終結のときまでとする。 
 任期の満了前に退任した監査役の補欠として

選任された監査役の任期は、退任した監査役の任

期の満了すべきときまでとする。 
 

第４２条（監査役の任期） 
 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会

終結の時までとする。 
２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選

任された監査役の任期は、退任した監査役の任期

の満了する時までとする。 

 
第３８条（常勤監査役） 

 監査役は、その互選により常勤の監査役を定め

る。 
 

第４３条（常勤監査役） 
 監査役会は、その決議をもって、監査役の中か

ら、常勤の監査役を選定する。 
 

第３９条（監査役会） 
 監査役会は、各監査役がこれを招集する。 

 監査役会を招集するには、各監査役に対して、

会日の３日前に招集通知を発する。 

ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮

することができる。 

 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を

経ずに監査役会を開くことができる。 

 

第４４条（監査役会の招集） 
 監査役会は、各監査役がこれを招集する。 

２ 監査役会を招集するには、各監査役に対して、

会日の３日前までに招集通知を発する。 
ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮

することができる。 

３ 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を

経ずに監査役会を開催することができる。 

 
第４０条（決議方法） 

 監査役会の決議は、法令に別段の定めのある場

合を除き、監査役の過半数をもって行う。 

第４５条（決議方法） 
 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場

合を除き、監査役の過半数をもって行う。 
 

第４１条（議事録） 
 監査役会における議事の経過の要領およびそ

の結果については、これを議事録に記載し、出席

した監査役がこれに記名押印する。 

第４６条（議事録） 
 監査役会における議事の経過の要領およびそ

の結果ならびにその他法令に定める事項につい

ては、これを議事録に記載または記録し、出席し

た監査役がこれに記名押印または電子署名する。

 
第４２条（監査役会規則） 

 監査役会に関する事項は法令または本定款の

ほか、監査役会において定める監査役会規則によ

る。 
 

第４７条（監査役会規程） 
 監査役会に関する事項は法令または本定款の

ほか、監査役会において定める監査役会規程によ

る。 
 

（新設） 第４８条（社外監査役との責任限定契約） 
 当会社は会社法第427条第１項の規定により、

社外監査役との間で、同法第423条第１項の責任

について、当該社外監査役が職務を行うにつき善

意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条
第１項に規定する最低責任限度額を限度とする

旨の契約を締結することができる。 
 

（新設） 第７章 会計監査人 

 



（新設） 第４９条（会計監査人の選任） 
 会計監査人は、株主総会において選任する。 

 
（新設） 第５０条（会計監査人の任期）

 会計監査人の任期は、選任後１年内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会終結の時までとする。 
２ 前項の定時株主総会において別段の決議がなさ

れなかったときは、当該株主総会において再任さ

れたものとみなす。

 
第７章 計 算 

 
第８章 計 算 

 
第４３条（営業年度および決算） 

 当会社の営業年度は、毎年 4月 1日から翌年 3

月 31 日までとし、決算は毎営業年度末に行う。

 

第５１条（事業年度） 
 当会社の事業年度は、毎年 4月 1日から翌年 3

月 31 日までの１年とする。

 
第４４条（利益配当） 

 当会社の利益配当金は、毎年 3月 31 日の最終

の株主名簿に記載または記録された株主または

登録質権者に支払うものとする。 
 

第５２条（剰余金の配当の基準日） 
 当会社の剰余金の配当の基準日は、毎年 3月 31

日とする。 
２ 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす

ることができる。

第４５条（中間配当） 
 当会社は、取締役会の決議により毎年 9 月 30

日の最終の株主名簿に記載または記録された株

主または登録質権者に対し商法第 293 条ノ 5の規

定による金銭の分配（以下中間配当という。）を

することができる。 
 

第５３条（中間配当） 
 当会社は、取締役会の決議により毎年 9 月 30

日の最終の株主名簿に記載または記録された株

主または登録株式質権者に対し会社法第454条第

5項の規定による剰余金の配当（以下「中間配当」

という。）をすることができる。 
 

第４６条（優先株式および転換社債の転換と配当） 
 優先株式および転換社債の転換により発行さ

れた普通株式に対する最初の利益配当金または

中間配当金は、転換の請求または一斉転換が 4月

1日から 9 月 30 日までになされたときは 4 月 1

日に、10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までになされ

たときは 10 月 1日に、それぞれ転換があったも

のとみなしてこれを支払う。 
 

（削除） 

第４７条（利益配当金等の除斥期間） 
 利益配当金および中間配当金は、その支払開始

の日から５年を経過したときは、当会社はその支

払義務を免れるものとする。 
 

第５４条（配当の除斥期間） 
 配当財産は、その交付開始の日から５年を経過

してもなお受領されないときは、当会社はその交

付義務を免れる。 
 

 


